
 

 
はじめに           

 
 
県では、障がいのある人が住みなれた地域で安心して生活できるよう、障がい

福祉サービスの充実、収入の向上、就職支援の充実、虐待防止や障がいを理由と

する差別の解消の推進などに取り組むとともに、市町村、障がい者団体、企業、

事業所、ＮＰＯなど関係機関・団体と連携を図り、寄り添い、向き合う、温かみ

のある障がい福祉施策を進めています。 
 
今回、県内の障がい者および障がい児の福祉サービスの提供体制の構築や、各

市町村が策定する障害福祉計画及び障害児福祉計画の目標達成に資するため、

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和６年度から令和８年度までの

「福岡県障がい者福祉計画（第６期）・福岡県障がい児福祉計画（第３期）」を策

定しました。 
 
県では、これらの計画に基づき、障がいのある人が自ら希望する生活を実現で

きるよう、地域生活の支援体制の充実や就労支援の向上のほか、発達障がいのあ

る人やその家族への支援、重症心身障がい児や医療的ケア児等への支援体制の

充実などに取り組んでまいります。また、聴覚障がい児を含む難聴児が適切な支

援が受けられるよう、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進してまいりま

す。 
 
今後とも、障がいのある人の自立と社会参加を一層進めることができるよう、

計画の推進に積極的に取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力を

お願いいたします。 
 
最後に、計画の策定に当たり、専門的な立場から熱心にご議論いただきました

福岡県障がい者施策審議会の委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見をお寄せい

ただいた皆さまに厚くお礼申し上げます。 
 

 
令和６年３月 

福岡県障がい者施策推進本部長 
福岡県知事 服部 誠太郎 
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るところです。本計画に基づく取組は、SDGsの目標のうち、「３ すべての人に健康と福 
祉を」、「４ 質の高い教育をみんなに」、「５ ジェンダー平等を実現しよう」、「８ 働き 
がいも経済成長も」、「１０ 人や国の不平等をなくそう」、「１１ 住み続けられるまちづ 
くりを」、「１６ 平和と公正をすべての人に」の実現に資するものです。 
 
 
 
 
 
 




